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都は、令和６年３月に策定した東京都健康推進プラン 21（第三次）において、都民の喫煙率の 

目標を、男性 15％未満、女性５％未満、全体で 10％未満とするとともに、受動喫煙については 
なくすことを目指すとし、区市町村や関係機関と連携して取り組んでいます。 
都民の喫煙率、受動喫煙の機会を有する者の割合は、減少傾向にあります。 

 
 

東京都の喫煙や受動喫煙にかかる取組 

喫煙率（20歳以上）の推移（東京都・全国） 受動喫煙の機会を有する者の割合の推移（東京都） 

喫煙率：「国民生活基礎調査」（厚生労働省） 

受動喫煙の機会を有する者の割合：「受動喫煙に関する都民の意識調査」（東京都福祉保健局・保健医療局）から再集計 

※本調査は令和元年度及び令和２年度は年２回実施しており、ここでは他年度の実施時期に合わせ、令和元年度は第１回調査、令和２

年度は第２回調査結果を掲載 

※本調査では、令和４年度までは「室内又はこれに準ずる環境」における受動喫煙について、令和５年度からは「屋内」における受動喫

煙について確認 


